
橋論叢第95巻第2号（96）

ア
メ
リ
カ
会
杜
法
に
お
け
る
誠
実
義
務
に
つ
い
て

序

　
本
論
稿
は
、
商
事
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
義
務
（
旨
｛
g

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

岬
o
a
匡
；
）
の
機
能
を
解
明
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
誠
実
義
務
の
動
向
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
我
国
で
は
、
例
え
ぱ
、
取
締
役
の
職
務
に
関
し
て
、
会
社
に
対

す
る
関
係
で
は
、
商
法
第
二
五
四
条
三
項
・
民
法
六
四
四
条
に
よ

る
善
管
注
意
義
務
、
お
よ
び
商
法
第
二
五
四
条
ノ
三
に
よ
る
忠
実

　
＾
2
）

義
務
、
更
に
、
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
関
し
て
第
二
六
六
条
ノ

三
に
よ
る
任
務
解
怠
に
基
づ
く
責
任
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

誠
実
義
務
と
い
う
視
点
か
ら
こ
れ
ら
の
義
務
が
解
釈
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
義
務
の
履
行
は
民
法
第
一
条
二
項
の

吉
　
　
　
田

直

信
義
則
義
務
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
取
締
役
も
職
務
を

遂
行
す
る
に
つ
き
信
義
則
義
務
を
負
？
て
い
る
と
解
釈
す
る
余
地

が
あ
る
。

　
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
法
を
研
究
対
象
と

し
て
、
そ
の
近
時
の
動
向
か
ら
誠
実
義
務
の
機
能
を
解
明
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

A
L
I
・
A
B
A
の
取
締
役
の
誠
実
義
務
に
つ
い
て

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に

忠
実
義
務
（
旨
｛
〇
二
〇
這
一
｛
）
と
注
意
義
務
（
き
｛
o
；
胃
①
）

と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
伝
統
的
に
分
類
さ
れ
る
。
前
者
は
、

取
締
役
は
自
己
又
は
他
人
の
利
益
の
た
め
に
自
己
の
会
杜
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

る
地
位
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
原
則
を
意
味
す
る
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（97）　アメリカ会社法における誠実義務について

も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
取
締
役
に
対
し
て
会
社
の
業
務
活
助
の

監
督
お
よ
ぴ
指
揮
に
関
す
る
重
要
な
任
務
を
遂
す
る
に
あ
た
り
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

意
深
く
行
動
す
る
こ
と
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
誠
実
義
務
は

後
者
と
の
関
連
で
登
場
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
法
偉
協
会
（
＞
昌
邑
o
彗
■
四
ミ
H
冨
葦
鼻
o
以
下
A

L
I
と
略
す
）
が
一
九
八
四
年
に
公
表
し
た
勺
ユ
9
旦
鶉
o
｛
O
o
－

｛
o
、
黒
①
o
o
く
雪
竃
8
（
H
昌
庁
・
U
『
嘗
串
オ
o
．
ω
）
の
第
四
－
〇
一
条

（
取
締
役
・
役
員
の
注
意
義
務
、
お
よ
ぴ
経
営
判
断
準
則
・
σ
畠
一
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

目
。
蜆
二
、
o
漕
彗
け
；
一
〇
）
）
中
に
誠
実
義
筋
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

㈲
項
は
、
取
締
役
あ
る
い
は
役
員
は
、
会
社
に
対
し
て
、
誠
実
に
、

（
ヲ
ロ
目
、
｛
｛
里
一
亭
）
、
会
社
の
最
善
の
利
益
で
あ
る
と
自
己
が
合
理

　
　
　
　
　
＾
6
〕

的
に
信
じ
る
方
法
で
（
ま
閏
目
彗
冨
H
）
、
且
つ
、
通
常
の
注
意
力

あ
る
者
で
あ
れ
ぱ
同
様
の
地
位
お
よ
ぴ
類
似
状
況
に
お
い
て
（
巨

印
寿
。
唱
眈
三
。
昌
竃
O
冒
ま
『
9
邑
一
彗
O
ぎ
冒
昌
9
彗
O
匪
）
行
使

す
る
で
あ
ろ
う
と
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
も
っ
て

（
色
亭
匡
、
o
o
彗
o
）
、
自
己
の
職
務
を
遂
行
す
べ
き
義
務
を
負
う
旨

　
　
　
＾
こ

を
規
定
す
る
。

　
ω
項
は
、
注
意
義
務
は
取
締
役
に
対
し
て
特
定
状
況
の
合
理
的

調
査
義
務
を
課
し
て
い
る
旨
を
規
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ω
項

は
、
取
締
役
は
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
、
他
の
取
締
役
、

　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

使
用
人
、
専
門
家
を
信
頼
す
る
権
利
を
有
す
る
旨
を
規
定
す
る
。

　
更
に
、
㈹
項
で
は
、
経
営
判
断
と
取
締
役
の
責
任
と
の
関
係
に

つ
き
、
ω
取
締
役
が
、
経
営
判
断
の
問
題
に
関
し
て
、
当
該
状
況

に
お
い
て
は
妥
当
で
あ
る
と
合
理
的
に
信
じ
る
程
度
に
ま
で
情
報

．
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
倒
経
営
判
断
の
間
題
に
利
害
関
係
が
な
く

　
　
、
　
　
、
　
　
、

且
つ
誠
実
に
判
断
を
し
て
お
り
、
お
よ
び
㈹
そ
の
経
営
判
断
が
会

社
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
で
あ
る
と
信
じ
る
に
つ
き
合
理
的
基
礎

を
有
し
て
い
る
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
お
れ
．
ぱ
、
取
締
役
は
自

己
の
職
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
お

一
9
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
聖

り
、
取
締
役
の
免
責
基
準
が
明
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
条
文
の
構
成
は
、
㈲
㈹
ω
項
の
注
意
義
務
と
ω
項
の
経
営

判
断
準
則
と
の
相
互
関
係
を
明
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
取
締
役

が
㈹
項
の
基
準
に
従
っ
て
職
務
を
遂
行
す
れ
ぱ
、
免
責
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
だ
が
、
原
告
が
、
経
営
判
断
に
つ
い
て
、
㈹
項
ω
ω

の
情
報
不
知
、
誠
実
に
行
動
し
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
利

害
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
を
立
証
す
る
場
合
に
は
、
㈹
項
の

規
定
す
る
所
謂
「
安
全
な
港
」
（
窒
3
ぎ
｝
昌
）
を
取
締
役
は
利

凧
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
取
締
役
は
、
㈲
ω
ω
の
合
理
的
注
意
基

準
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ぱ
、
利
害
関
係
を

有
す
る
取
締
役
で
あ
っ
て
も
、
合
理
的
注
意
基
準
を
満
た
し
て
お
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｝
’

れ
ぱ
、
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
㈹

項
㈹
の
合
理
的
基
礎
の
不
存
在
が
原
告
に
よ
り
立
証
さ
れ
る
場
合

に
も
、
当
該
取
締
役
は
㈹
項
の
保
謹
を
利
用
で
き
な
い
が
、
こ
の

場
合
に
は
、
㈲
項
の
会
杜
の
最
善
利
益
と
合
理
的
に
信
じ
る
方
法

で
意
思
決
定
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
て
、
㈹
項

ω
・
ω
と
は
解
釈
に
お
い
て
相
違
が
あ
る
点
に
も
注
意
す
る
必
要

　
＾
u
）

が
あ
る
。

　
以
上
が
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
準
則
に
関
す
る
規
定

の
概
要
で
あ
る
。
条
文
申
に
「
誠
実
に
」
と
い
う
用
語
が
㈲
項
と

㈹
項
②
に
お
い
て
二
回
使
用
さ
れ
て
い
る
。
㈲
項
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
、
か
か
る
違
反
が
会
社
の
最
善
の
利
益
に
お
い
て
な
さ
れ

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
締
役
が
制
定
法
あ
る
い
は
公
序
良
俗

（
唱
巨
O
勺
O
旨
＜
）
に
違
反
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

不
誠
実
な
行
為
と
し
て
経
営
判
断
の
抗
弁
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る

　
　
　
＾
呂

の
で
あ
り
、
ま
た
誠
実
さ
は
、
注
意
義
務
基
準
の
主
観
的
測
面

（
合
理
的
に
信
じ
る
こ
と
、
同
様
の
地
位
と
い
う
用
語
と
と
も
に
）

を
示
す
も
の
で
、
合
理
的
な
注
意
が
払
わ
れ
た
か
否
か
を
決
定
す

る
に
お
い
て
取
締
役
の
特
別
の
能
力
（
毛
8
邑
県
畠
一
例
え
ぱ
工

学
、
会
計
、
法
偉
に
お
け
る
能
力
）
・
経
歴
（
g
o
蔚
昌
冒
ρ
）
．
専

門
知
識
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
特
定
取

締
役
の
特
別
の
経
歴
と
資
格
は
そ
の
取
締
役
に
よ
り
重
い
責
任
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

課
す
る
た
め
の
一
つ
の
基
準
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
律
遵
守
に
関

し
て
経
営
判
断
抗
弁
排
除
及
び
注
意
義
務
の
主
観
的
履
行
塞
準

（
取
締
役
の
専
門
的
能
カ
に
も
と
づ
く
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
㈹
項
に
み
ら
れ
る
誠
実
義
務
を
検
討
す
る
。
ω
項
の
コ
メ

ン
ト
で
は
、
ま
ず
、
正
直
に
（
ブ
昌
窪
ξ
）
且
つ
合
理
的
に
行
な

わ
れ
た
情
報
に
も
と
づ
く
経
営
決
定
に
安
全
な
港
を
提
供
し
て
い

る
経
営
判
断
準
則
に
対
し
て
制
隈
的
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
4
）

と
が
再
度
確
認
さ
れ
る
。
次
に
誠
実
さ
（
と
利
害
関
係
な
き
意
恩

決
定
・
ω
項
ω
）
は
、
経
営
判
断
準
則
と
い
う
安
全
港
に
入
港
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
正
〕

る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
信
義
誠
実

義
務
は
、
注
意
義
務
の
ひ
と
つ
の
構
成
要
素
と
し
て
、
柔
軟
で
動

的
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
取
締
役
の
職
務
・
責
任
の
遂
行
の

判
断
基
準
を
提
供
し
て
い
る
。
以
上
が
ア
メ
リ
カ
法
偉
協
会
の
見

解
で
あ
る
。

　
時
を
同
じ
く
し
て
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
（
＞
冒
邑
o
竃
｝
胃

＞
留
o
9
き
冒
以
下
A
B
A
と
略
す
）
も
一
九
八
四
年
に
模
範
事

業
会
社
法
（
呂
O
ま
一
｝
竃
一
罵
窃
O
O
｛
昌
P
ま
■
＞
9
）
を
修
正
し

＾
1
6
〕

た
。
取
締
役
の
一
般
的
行
為
基
準
に
つ
い
て
は
第
八
－
三
〇
条
で

規
定
さ
れ
て
い
る
。
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（99）　アメリカ会社法における誠実義務について

第
八
－
三
〇
条
　
　
取
締
役
に
対
す
る
一
般
基
準
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

　
㈲
　
取
締
役
は
、
取
締
役
と
し
て
の
職
務
を
、
委
員
会
の
構
成

　
　
員
と
し
て
の
職
務
を
含
め
て
、
左
に
掲
げ
る
方
法
で
、
遂
行

　
　
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ω
　
誠
実
に
、

　
ω
　
同
様
の
地
位
に
あ
る
通
常
の
注
意
力
を
有
す
る
者
で
あ
れ

　
　
ぱ
類
似
の
状
況
の
下
で
行
使
す
る
で
あ
ろ
う
注
意
を
も
っ
て
、

　
㈹
　
会
社
の
最
善
の
利
益
で
あ
る
と
自
己
が
合
理
的
に
信
じ
る

　
　
方
法
に
お
い
て
、

ω
取
締
役
は
、
自
己
の
職
務
．
を
遂
行
す
る
に
当
り
、
左
に
掲

　
　
げ
る
者
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
か
提
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
財

　
務
諸
表
そ
の
他
の
財
務
指
標
を
含
む
、
情
報
、
意
見
、
報
告

　
書
又
は
陳
述
書
を
信
頼
す
る
権
利
を
有
す
る
。

ω
　
取
締
役
が
当
該
事
項
に
つ
い
て
信
頼
で
き
且
つ
有
能
で
あ

　
る
と
信
工
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
、
会
社
の
役
員
又
は
使

　
用
人
、

②
　
取
締
役
が
当
該
事
項
に
つ
い
て
そ
の
者
の
職
業
上
の
又
は

　
専
門
的
能
カ
の
範
囲
内
に
あ
る
と
含
理
的
に
信
じ
て
い
る
、

　
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
又
は
そ
の
他
の
者
、

㈹
　
取
締
役
が
信
頼
に
値
す
る
と
合
理
的
に
信
じ
て
い
る
委
員

　
　
会
で
あ
っ
て
、
白
已
が
構
成
員
で
は
な
い
取
締
役
会
の
委
員

　
　
会
。

　
ω
　
取
締
役
は
、
問
題
の
事
項
に
つ
き
、
㈹
項
に
よ
り
認
ら
れ

　
　
　
　
　
一

　
　
て
い
る
以
外
の
方
法
に
よ
り
信
腰
を
不
当
な
も
の
に
す
る
こ

　
　
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
誠
実
に
行
動
し
て
い
る
と
は

　
　
一
一
冒
・
疋
な
い
。

　
㈹
　
取
締
役
は
、
本
条
項
に
従
っ
て
自
己
の
営
業
所
の
職
務
を

　
　
履
行
す
れ
ぱ
、
取
締
役
と
し
て
行
な
っ
た
行
為
、
あ
る
い
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

　
　
不
履
行
に
対
し
て
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。

A
L
I
の
試
案
と
比
較
し
て
A
B
A
の
規
定
は
信
頼
の
権
利
を
具

体
的
に
表
示
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
経
営
判
断
準
則
を
明
文
化
し

て
い
な
い
点
（
裁
判
所
に
よ
る
発
展
と
今
後
の
改
正
に
委
ね
ら
れ

　
　
＾
1
9
）

て
い
る
）
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
A
B
A
の
規
定
が
取
締
役

の
一
般
的
行
為
基
準
を
定
義
す
る
に
お
い
て
、
取
締
役
が
自
己
の

職
務
を
履
行
す
る
方
法
（
昌
彗
罵
・
）
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

あ
り
、
そ
の
判
断
の
正
し
さ
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、

基
本
的
に
A
L
I
の
試
案
と
同
質
で
あ
る
。

　
㈲
項
は
す
べ
て
の
取
締
役
の
一
般
的
注
意
基
準
を
規
定
し
て
い

る
。
通
常
の
注
意
カ
を
有
す
る
者
（
o
『
2
目
彗
ξ
唱
邑
o
算
鳴
－

易
g
）
と
は
、
通
常
の
注
意
カ
を
有
す
る
経
営
者
（
o
『
2
星
H
ξ
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勺
；
宗
巨
9
巴
星
轟
目
冒
）
の
よ
・
。
つ
な
不
明
確
さ
を
伴
う
基
準
を

避
け
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
、
利
潤
動
機
を
本
質
と
す
る

イ
ノ
ベ
イ
シ
冨
ン
の
必
要
性
を
認
め
て
、
取
締
役
の
基
本
的
属
性

で
あ
る
常
識
・
実
際
的
知
識
・
情
報
に
基
づ
く
判
断
に
焦
点
を
当

て
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
地
位
に
あ
る
（
巨
曽
巨
畠
唱
㎝
三
冒
）

と
は
、
通
常
の
注
意
カ
を
有
す
る
者
が
特
定
の
会
杜
の
取
締
役
で

あ
れ
ぱ
行
使
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
注
意
を
示
す
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
更
に
類
似
の
状
況
で
（
昌
ま
・
臥
邑
一
胃
葦
昌

冒
黒
昌
O
鶉
）
と
い
う
用
語
は
、
同
様
の
地
位
と
い
う
用
語
と
縞
合

し
て
、
ω
取
締
役
の
責
任
の
性
質
・
範
囲
が
、
特
定
会
社
企
業
活

動
の
規
模
・
複
雑
さ
・
緊
急
さ
・
地
域
と
い
っ
た
要
素
に
よ
っ
て
、

一
様
で
は
な
い
こ
と
、
ω
判
断
は
取
締
役
の
知
っ
て
い
る
情
報
に

基
づ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
㈹
当
該
取
締
役
の
特
別

の
経
歴
・
資
椿
・
経
営
能
力
は
注
意
基
準
遵
守
の
評
価
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
〕

重
要
な
問
題
で
あ
る
、
こ
と
を
示
す
。
同
項
の
コ
メ
ン
ト
で
は

「
誠
実
に
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
が
、
㈲
項
②

の
注
意
義
務
・
同
倒
の
会
社
の
最
善
の
利
益
と
信
じ
る
方
法
を
、

誠
実
に
、
履
行
す
れ
ば
当
該
取
締
役
は
免
責
さ
れ
る
と
い
う
意
味

の
行
為
基
準
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
経
営
判
断
準
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
〕

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
取
締
役
の
免
責
に

消
極
的
・
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
A
L
I
の
試

案
と
は
対
照
的
圭
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
ω
項
は
、
そ
の
信
頼
事
項

が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
現
実
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
不
誠
実
な
行

為
と
し
て
免
責
さ
れ
な
い
旨
を
明
記
し
て
い
る
圭
言
え
よ
う
。

一
一
誠
実
義
務
の
研
究
状
況

　
商
事
取
引
法
の
分
野
で
は
統
一
商
事
法
典
が
第
一
－
二
〇
三
条

で
「
本
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
契
約
ま
光
は
義
務
は
そ
の
履
行
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

る
い
は
執
行
に
お
い
て
誠
実
義
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
規

定
し
て
お
り
、
こ
の
条
文
を
契
機
に
多
く
の
論
文
が
公
表
さ
れ
て

＾
船
〕

い
る
。
対
照
的
に
会
社
法
の
領
域
で
誠
実
義
務
が
単
独
で
論
じ
ら

れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
近
時
、
会
杜
の
取
引
契
約
に
お
け
る
取

締
役
会
承
認
条
項
（
σ
o
胃
｛
良
2
冨
g
o
易
串
電
、
o
畠
一
〇
一
彗
竃
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

と
の
関
係
を
諭
じ
る
宍
8
目
彗
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
文
献

を
手
が
か
り
に
会
社
法
の
領
域
に
お
け
る
誠
実
義
務
の
機
能
を
探

る
こ
と
に
す
る
。

　
株
式
会
社
が
締
結
す
る
契
約
で
、
取
締
役
会
の
承
認
を
条
件
と

す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
取
締
役
会
は
承
認
の
是
否
に
つ

き
広
範
な
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
。
取
締
役
会
の
裁
量
権
は
誠
実

に
契
約
を
履
行
す
る
義
務
に
よ
る
制
限
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
こ
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（101）　アメリカ会社法における誠実義務について

の
誠
実
義
務
は
、
契
約
事
例
に
お
い
て
裁
判
所
に
よ
り
援
用
さ
れ

た
も
の
で
、
当
事
者
が
公
平
且
つ
合
理
的
に
契
約
上
の
債
務
を
履

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
％
〕

行
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
間
題
点
は
、
裁
判

所
が
取
締
役
会
に
よ
る
裁
量
権
行
使
の
基
準
を
明
確
に
示
し
て
お

ら
ず
、
そ
れ
故
、
取
締
役
会
の
構
成
員
が
誠
実
義
務
を
履
行
す
る

状
況
も
不
明
確
で
あ
る
。
従
っ
て
、
誠
実
義
務
法
理
の
取
締
役
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

承
認
条
項
へ
の
適
用
基
準
を
明
確
に
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

　
承
認
条
項
の
機
能
は
、
会
社
の
目
的
を
遂
行
し
な
い
契
約
を
取

締
役
会
が
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
社
財
産
を
浪
費
か
ら
守
る

こ
と
に
あ
り
、
主
と
し
て
株
主
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す

る
こ
と
を
取
締
役
会
に
要
求
す
る
忠
実
義
務
の
観
点
か
ら
捉
え
ら

　
　
　
義
）

れ
て
い
る
。

　
承
認
条
項
の
有
効
性
は
、
満
足
条
項
と
の
比
較
に
よ
り
承
認
さ

れ
て
い
る
。
満
足
条
項
と
は
、
契
約
の
一
方
当
事
者
が
相
手
方
の

履
行
に
満
足
し
て
い
な
け
れ
ば
、
契
約
上
の
債
務
を
履
行
し
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
条
項
で
あ
り
、
取
締
役
会
承
認
条
項
も
か
か
る

条
項
に
該
当
す
る
。
こ
の
条
項
は
合
意
の
相
互
性
の
欠
如
を
理
由

に
契
約
の
有
効
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
か
る
条
項
を

含
む
契
約
も
、
不
満
足
の
表
示
が
誠
実
で
あ
り
（
o
q
昌
9
罵
）
“
悉

意
的
で
な
け
れ
ぱ
、
有
効
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
裁
量
権
を
も
っ
た

一
方
当
事
者
は
契
約
上
の
黙
示
の
誠
実
義
務
に
従
っ
て
判
断
を
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ま
た
当
事
者
の
意
思
が
考
察
さ
れ
、
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
）

の
当
事
者
は
当
条
項
を
満
た
す
た
め
に
誠
実
義
務
を
負
う
。

　
株
式
会
社
が
自
己
の
側
に
取
締
役
会
承
認
条
項
を
合
ん
で
い
る

契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
、
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、

黙
示
的
誠
実
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
黙
示
的
誠
実
義
務
の
目
的
は

当
事
者
間
の
合
理
的
期
待
を
保
護
し
、
且
つ
、
特
定
の
契
約
目
的

が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
誠
実

履
行
義
務
違
反
は
契
約
違
反
を
構
成
す
る
が
、
そ
の
基
準
が
必
ず

し
も
明
確
で
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
を
解
決
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
〕

め
に
二
つ
の
学
説
が
比
較
さ
れ
る
。
望
昌
目
①
易
学
説
と
｝
胃
け
昌

学
説
で
あ
る
。

　
o
n
目
昌
昌
①
冨
学
説
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第

二
〇
五
条
（
す
べ
て
の
契
約
は
そ
の
履
行
と
執
行
に
お
い
て
各
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
1
）

事
者
に
誠
実
・
公
平
義
務
を
課
す
る
）
の
コ
メ
ン
ト
a
で
採
用
さ

れ
て
い
る
。
誠
実
と
い
う
用
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

使
用
さ
れ
、
そ
の
意
味
も
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
い
く
分
異
な

る
。
契
約
の
誠
実
な
履
行
あ
る
い
は
執
行
は
、
合
意
の
共
通
目
的

に
誠
実
で
あ
る
こ
と
（
曇
艘
巨
篶
窒
）
お
よ
び
相
手
方
の
正
当
な

期
待
と
の
一
致
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
不
誠
実
を
含
む
も
の
と
し
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て
性
椿
付
け
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
類
型
を
排
除
す
る
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
こ
の
行
為
類
型
は
、
妥
当
さ
・
公
平
・
合
理

性
に
関
す
る
社
会
的
基
準
（
8
昌
目
冒
一
｛
g
昌
旨
己
）
に
違
反
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
誠
実
義
務
違
反
に
対
す
る
救
済
も

　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
）

状
況
に
応
じ
て
異
な
る
。
こ
の
学
説
は
排
除
物
理
論
（
員
〇
一
邑
胃

　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
〕

旨
8
q
）
と
称
さ
れ
る
。
肉
o
昌
彗
は
こ
の
排
除
物
理
論
に
対
し

て
否
定
的
に
評
価
す
る
。
こ
の
理
論
は
、
誠
実
・
不
誠
実
を
発
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脾
）

す
る
た
め
の
条
件
を
定
義
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
因
膏
け
冒
学
説
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
ω
冒
け
昌
理
論
は
、
一
方
当
事
者
が
契
約
締
結
に

際
し
て
逸
失
し
た
機
会
を
取
戻
す
た
め
に
自
己
の
裁
量
権
を
行
使

す
る
場
合
に
は
、
誠
実
に
履
行
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
に
な
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
〕

と
い
う
概
念
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
契
約
成
立

時
に
お
け
る
、
裁
量
権
を
行
使
す
る
方
が
逸
失
し
た
代
替
機
会

（
期
待
目
ス
ト
）
に
関
す
る
従
属
当
事
者
の
合
理
的
期
待
（
客
観

的
側
面
）
の
調
査
、
と
、
履
行
時
に
お
け
る
裁
量
権
行
使
当
事
者

が
逸
失
機
会
を
取
戻
す
た
め
に
裁
量
権
を
行
使
を
し
た
か
否
か

（
主
観
的
側
面
）
の
調
査
、
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ

　
　
嘉
）

て
い
る
。
こ
の
逸
失
機
会
理
論
と
称
さ
れ
る
｝
冒
8
目
学
説
に
よ

っ
て
、
取
締
役
会
の
誠
実
義
務
の
履
行
を
有
効
に
分
析
で
き
る
と

　
　
　
　
　
＾
η
〕

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
取
締
役
会
承
認
条
項
を
舎
ん
で
い
る
契
約
は
、
当
該
会
社
に
対

し
て
契
約
の
履
行
に
お
い
て
裁
量
権
を
行
使
す
る
権
能
を
付
与
す

る
が
、
現
実
に
は
取
締
役
会
が
裁
量
権
行
使
の
当
事
者
と
し
て
誠

実
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
裁
判
所
は
誠
実
義
務
の

構
成
要
件
に
つ
い
て
指
針
を
ほ
と
ん
ど
与
え
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醜
〕
・

田
目
ユ
昌
学
説
に
よ
り
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
翌

　
旨
8
茅
＜
。
司
『
＄
昌
彗
ケ
ー
ス
で
は
、
原
告
は
、
H
竃
罵
8

オ
o
県
社
（
零
塞
昌
彗
は
当
該
売
買
契
約
の
主
体
で
あ
る
↓
雪
．

冨
o
o
峯
鶉
“
社
の
取
締
役
で
あ
る
）
の
所
有
す
る
不
動
産
を
購
入

す
る
た
め
に
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
契
約
中
売
主

の
取
締
役
会
に
よ
る
承
認
が
必
要
で
あ
る
旨
の
条
項
が
あ
っ
た
。

こ
の
契
約
は
、
敢
締
役
会
承
認
の
前
に
、
原
告
に
よ
り
署
名
さ
れ

た
が
、
取
締
役
会
の
一
部
の
も
の
が
、
こ
の
契
約
は
会
社
に
と
り

有
利
な
取
引
で
は
な
い
と
決
定
し
、
取
締
役
会
に
契
約
を
提
出
す

る
こ
と
な
く
、
原
告
に
取
締
役
会
不
承
認
の
通
知
を
し
た
と
い
う

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
承
認
条
項
の
有
効
性
を
確
認
し
た

上
で
、
契
約
締
結
時
の
当
事
者
の
意
思
を
強
調
し
て
、
相
手
方
が

契
約
の
利
益
を
受
領
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
黙

示
的
誠
実
義
務
の
存
在
を
認
め
た
。
黙
示
的
誠
実
義
務
は
、
会
社

泌



（103）　アメリカ会社法における誠実義務について

の
対
外
的
に
会
社
を
代
表
し
て
原
告
と
交
渉
す
る
取
締
役
・
役
員

に
対
し
て
当
該
売
買
契
約
を
取
締
役
会
に
承
認
を
得
る
た
め
に
提

出
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
取
締
役
会
が
裁
量
権
を
行
使
す
る
に
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
）

き
考
察
す
る
こ
と
、
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
判
例
理
論
は
、
信
義

則
に
よ
る
提
出
義
務
・
検
討
義
務
を
認
め
て
い
る
。
か
か
る
ケ
ー

ス
の
背
景
に
は
土
地
価
格
の
急
上
昇
と
い
う
事
実
と
他
の
申
込
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
姐
〕

検
討
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
判
決
の
前
提
に
は
、
土
地

価
格
上
昇
は
承
認
を
否
定
す
る
正
当
な
理
由
に
は
な
ら
ず
、
会
社

側
の
信
義
則
違
反
と
な
る
が
、
も
し
、
そ
の
契
約
が
会
社
の
最
善

の
利
益
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
承
認
が
否
定
さ
れ
る
場

合
に
は
、
信
義
則
違
反
で
は
な
い
と
の
想
定
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

　
＾
珊
）

て
い
る
。

　
以
上
の
判
例
の
立
場
は
、
｝
…
“
昌
学
説
と
合
致
す
る
。
裁
判

所
に
よ
る
契
約
成
立
時
の
当
事
者
の
意
思
の
決
定
は
、
｝
昌
“
旨

学
説
の
客
観
的
側
面
に
該
当
す
る
。
つ
ま
り
、
両
当
事
者
は
契
約

が
担
当
取
締
役
に
よ
り
、
取
締
役
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
た
が
、
会
社
は
、
取
締
役
会
が
不
承
認
条
項
を
援
用
し
て

契
約
を
留
保
す
る
機
会
を
失
な
っ
た
の
で
あ
る
。
主
観
的
側
面
は
、

当
該
会
社
（
役
員
）
の
意
図
に
関
す
る
。
会
社
は
、
土
地
価
格
の

上
昇
を
理
由
に
契
約
を
敢
締
役
会
に
提
出
し
な
い
こ
と
に
よ
り

（
裁
量
権
の
行
使
）
、
逸
失
し
た
機
会
を
取
戻
そ
う
と
試
み
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
柵
〕

に
な
る
（
よ
り
高
い
価
格
で
の
土
地
売
却
）
。
そ
れ
故
、
会
杜
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
〕

誠
実
履
行
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
判
例
に
つ
き
宍
霊
墨
目
論
文
で
は
取
締
役
の
会
社
に
対
す

る
誠
実
義
務
に
対
す
る
直
接
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
点
は
注

意
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
逸
失
機
会
理
論
の
適
用
方
法
を

示
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

　
次
に
取
締
役
お
よ
び
取
締
役
会
も
、
裁
量
権
を
行
使
す
る
条
項

を
合
ん
で
い
る
契
約
を
職
務
上
処
理
す
る
場
合
に
誠
実
義
務
に
従

う
。
こ
の
場
合
も
逸
失
機
会
理
論
に
よ
り
、
適
法
な
誠
実
義
務
を

履
行
と
裁
量
権
行
使
に
よ
る
契
約
の
拒
絶
が
な
さ
れ
る
状
況
が
検

討
さ
れ
る
。
ま
ず
契
約
成
立
時
の
当
事
者
閥
の
意
恩
の
分
析
で
あ

る
。
ω
契
約
茎
言
（
例
え
ぱ
、
価
格
が
一
定
レ
ベ
ル
を
超
え
る
場

合
に
は
承
認
し
な
い
旨
の
条
項
）
の
解
釈
に
よ
る
場
合
、
②
契
約

中
に
不
法
な
目
的
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
例
え
ぱ
、
取
締
役
等

の
た
め
に
な
さ
れ
る
詐
歎
的
契
約
で
且
つ
会
社
の
損
害
に
お
い
て
．

締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
誠
実
に
契
約
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
な
る
。

㈲
契
約
が
会
社
の
権
利
能
カ
外
に
あ
る
場
合
、
ω
役
員
又
は
代
理

人
が
契
約
締
結
能
カ
を
欠
い
て
い
る
場
合
（
無
資
楕
、
精
神
的
異

常
な
ど
）
、
㈲
役
員
又
は
代
理
人
が
締
結
し
た
契
約
が
非
良
心
的
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な
（
昌
o
昌
邑
o
冨
⊆
o
）
場
合
、
等
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

取
締
役
会
は
承
認
条
項
を
誠
実
に
拒
絶
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
も
し
、
成
立
時
に
逸
失
し
た
機
会
を
取
展
す
た
め
に

裁
量
権
を
行
使
し
て
契
約
の
承
認
を
拒
絶
す
る
状
況
が
認
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
価
）

る
場
合
に
は
、
誠
実
義
務
違
反
と
な
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
。
会
社
契
約
中
の
取
締
役
会
承
認
条
項
は
、

役
員
又
は
代
理
人
の
締
結
す
る
契
約
が
会
社
の
最
善
の
利
益
を
実

現
す
る
こ
と
を
取
締
役
会
に
保
証
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
広
範
な
裁
量
権
が
付
与
さ
れ
る
一
方
、
誠
実
義
務
が
課
せ
ら
れ

て
い
る
。
違
反
に
つ
い
て
は
契
約
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
・
特
定

履
行
の
責
任
を
負
う
。
取
締
役
会
承
認
条
項
は
、
H
契
約
を
作
出

し
た
会
社
の
役
員
あ
る
い
は
代
理
人
は
、
そ
の
承
認
を
確
保
す
る

た
め
に
誠
実
に
行
動
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
、
H
取
締
役
会
は
、

契
約
を
承
認
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
際
し
、
誠
実
に
行
動
す

る
義
務
を
負
う
て
と
、
と
い
う
二
重
の
誠
実
テ
ス
ト
を
要
求
す
る
。

ω
膏
庁
昌
理
論
は
H
に
つ
き
、
契
約
成
立
時
の
当
事
者
の
意
思
に

焦
点
を
当
て
、
⇔
に
つ
き
、
当
事
者
の
合
理
的
期
待
の
範
囲
を
超

え
て
い
る
理
由
に
よ
り
裁
量
権
を
行
使
し
て
承
認
条
項
を
拒
絶
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
逸
失
機
会
を
取
戻
す
試
み
を
す
る
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
＾
包

誠
実
義
務
違
反
と
な
る
。

結
語
に
か
え
て

　
ア
メ
リ
カ
会
社
法
の
領
域
に
お
け
る
誠
実
義
務
の
近
時
の
動
向

を
検
討
し
て
き
た
が
、
U
C
C
第
一
－
二
〇
三
条
の
よ
う
な
一
般

．
的
規
定
が
な
い
た
め
に
、
誠
実
義
務
だ
け
を
理
論
的
に
単
独
に
論

じ
る
と
い
う
一
般
的
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
A
L
I
の
試
案
第
四
1
0
一
条
・
A
B
A
の
修
正
模
範
事
業
会

社
法
第
八
－
三
〇
条
と
、
我
国
の
会
社
法
の
取
締
役
の
善
管
注
意

、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

義
務
・
忠
実
義
務
と
い
っ
た
責
任
を
比
較
す
る
と
後
者
は
責
任
を

強
調
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
且
つ
、
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
つ

い
て
も
梱
当
重
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
A
L
工
・
A

B
A
の
見
解
は
我
国
商
法
第
二
五
四
条
三
項
の
善
管
注
意
義
務
お

よ
ぴ
第
二
五
四
条
ノ
三
の
忠
実
義
務
に
つ
い
て
、
責
任
と
免
責
の

両
面
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
期
待
さ
れ
、
同
じ
く
第
二

六
六
条
の
三
に
つ
い
て
も
職
務
を
行
な
う
際
の
免
責
基
準
を
都
分

的
に
で
は
あ
る
が
示
唆
し
て
い
る
圭
言
え
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
法
に

お
け
る
信
頼
の
権
利
・
経
営
判
断
準
則
・
誠
実
義
務
・
注
意
義
務

の
間
に
形
式
理
論
的
整
合
性
を
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

事
実
状
況
が
隈
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
取
締
役
の
職
務
の
柔
軟
且
つ

機
能
的
な
分
析
道
具
で
あ
る
。
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学
説
状
況
に
つ
い
て
も
、
商
事
取
引
法
理
の
類
推
遣
用
と
考
え

ら
れ
、
会
社
法
独
自
の
誠
実
義
務
法
理
の
展
開
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
少
な
く
と
も
取
締
役
会
承
認
条
項
と
の
関
連
で
、
会
杜
の

一
定
事
項
に
つ
き
対
外
的
に
会
社
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
取

締
役
（
お
よ
び
役
員
・
代
理
人
）
・
取
締
役
会
が
誠
実
義
務
を
負

う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
。
会
杜
が
相
手
方
に
対
し
て

誠
実
義
務
違
反
を
す
れ
ぱ
、
契
約
違
反
と
し
て
責
任
を
負
う
が
、

取
締
役
会
あ
る
い
は
そ
の
構
成
員
た
る
各
取
締
役
の
責
任
の
内
容

に
つ
い
て
は
直
接
は
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
誠
実
義
務

違
反
に
よ
る
会
社
に
対
す
る
責
任
の
発
生
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
た

だ
｝
冒
什
昌
挙
説
は
我
国
の
会
社
法
に
お
い
て
も
取
締
役
会
の
承

認
を
要
求
さ
れ
る
次
の
取
引
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
第
二
六
五
条

の
自
己
取
引
の
承
認
、
第
二
六
四
条
の
競
業
取
引
の
承
認
、
第
二

六
〇
条
二
項
一
号
の
重
要
財
憧
の
処
分
お
よ
ぴ
譲
受
の
承
認
、
同

二
号
の
多
額
の
借
財
。
の
承
認
、
等
に
つ
き
誠
実
義
務
の
適
用
の
可

能
性
が
あ
る
圭
言
え
よ
う
。

（
1
）
　
拙
稿
「
商
事
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
義
務
に
つ
い
て
I
U
C

　
C
の
帥
o
邑
§
匡
－
現
定
を
中
心
に
ー
」
『
国
学
院
法
学
』
第
二
三

　
巻
三
号
一
九
八
六
年
よ
り
掲
載
予
定
で
は
商
事
取
引
法
を
中
心
に
考

　
察
す
る
。

（
2
）
　
善
管
義
務
と
忠
実
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
挙
説
が
対
立
し
て
い

　
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
言
及
さ
れ
な
い
。

（
3
）
＞
篶
ま
彗
■
署
－
冨
津
自
亙
串
ぎ
〇
一
冨
蜆
o
｛
O
o
｛
o
・
募

　
o
o
≦
・
彗
8
一
＞
冨
一
豆
m
彗
o
射
⑭
8
目
量
邑
筆
o
冨
企
（
崇
鼻
－

　
牢
澤
2
o
、
少
宅
o
。
壮
）
。
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
は
同
薔
に
お
い
て

　
＞
昌
①
ユ
o
嘗
箏
団
里
『
＞
餉
眈
o
o
武
饒
O
目
の
H
す
o
O
o
『
七
〇
『
葭
8
U
守
o
g
o
『
．
眈

　
○
目
巨
＆
8
岸
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。

（
4
）
巨
9
竈
．
昌
．

（
5
）
　
役
員
（
o
豪
o
曾
）
に
つ
い
て
は
声
津
吻
－
、
ε
（
H
彗
片
．
U
『
黒
一

　
老
o
．
N
一
s
o
。
＃
）
　
に
お
い
て
、
ω
会
社
の
、
最
高
執
行
者
（
o
ま
艮

　
異
8
匡
き
）
、
業
務
（
O
電
量
巨
品
）
・
財
務
（
穿
彗
O
邑
）
・
法
務
（
一
叩

　
o
q
巴
）
・
会
計
（
害
8
昌
匡
－
的
）
に
関
す
る
各
役
員
、
ω
取
締
役
会
会
長

　
（
o
5
ζ
昌
彗
亀
艘
o
げ
冨
邑
o
｝
o
－
冨
g
冒
）
、
社
長
、
財
務
部
長

　
（
冒
o
鶉
弓
雪
）
、
総
務
部
畏
（
竃
o
冨
冨
｛
）
、
監
査
部
長
（
8
冒
冒
o
忌
『
）

　
副
社
長
（
但
し
、
た
と
え
ぱ
売
買
｛
管
理
、
財
務
と
い
っ
た
ピ
ジ
ネ

　
ス
部
門
の
責
任
者
か
、
あ
る
い
は
会
社
の
政
策
決
定
を
遂
行
す
る
者

　
に
限
ら
れ
る
）
、
側
会
社
の
役
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
そ
の
他
の
個

　
人
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
さ
も
な
く
ぱ
第
二
－
〇
一
条
（
o
互
8
匡
≦
彗
o
o
昌
旨
9
o
｛

　
艘
o
巨
色
篶
窒
8
｛
o
冨
戊
o
自
）
に
従
う
。
同
条
は
、
株
式
会
社
は
会

　
社
の
利
益
と
株
主
の
利
得
を
高
め
る
た
め
に
経
営
活
動
を
す
べ
き
で

　
あ
る
旨
を
規
定
す
る
。

（
7
）
　
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
α
自
q
o
｛
S
富
に
つ
い
て
は
、

　
並
木
俊
守
「
取
締
役
の
注
意
義
務
」
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
取
締
役
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の
経
営
責
任
の
法
理
』
中
央
経
済
社
、
一
九
八
三
年
、
三
買
、
近
藤

　
光
男
「
取
締
役
の
責
任
と
そ
の
救
済
－
経
営
上
の
過
失
を
め
ぐ
っ
て

　
1
H
」
『
法
挙
協
会
雑
誌
』
第
九
九
巻
六
号
、
⊥
九
八
二
年
、
三
一

　
－
三
四
頁
、
池
困
尚
志
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
取
締
役
の
監
視
義
務

　
と
僧
頼
の
権
利
二
・
完
」
「
国
際
商
科
大
単
論
叢
』
三
〇
号
、
一
九

　
八
四
年
、
七
九
－
八
一
頁
等
で
論
及
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
池
因
、
前
掲
注
ω
、
近
藤
O
、
前
掲
注

　
ω
、
九
九
巻
七
号
、
二
二
0
1
一
四
二
頁
、
並
木
俊
守
「
ア
メ
リ
カ

　
に
お
け
る
取
締
役
の
信
頼
の
権
利
」
『
ア
メ
リ
カ
会
社
法
研
究
』
中

　
央
経
済
社
、
一
九
八
○
年
、
二
九
頁
で
論
及
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
経
営
判
断
の
原
則
に
つ
い
て
も
す
で
に
、
近
藤
論
文
、
前
掲
注

　
ω
、
並
木
俊
守
、
前
掲
注
ω
、
「
経
営
上
の
判
断
の
原
則
」
九
九
頁
、

　
「
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
上
の
判
断
」
　
一
三
一
頁
、
「
経
営
上
の

　
判
断
の
原
則
と
代
表
訴
訟
」
一
五
五
頁
、
等
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
．
こ
の
塞
準
は
、
商
法
第
二
六
六
条
ノ
三
（
取
締
役
の
第
三
者
に

　
対
す
る
責
任
）
の
「
職
務
を
行
な
う
に
付
任
務
慨
怠
」
と
い
う
要
件

　
の
免
黄
を
考
察
す
る
際
に
参
考
と
な
ろ
う
。
吉
永
栄
助
「
取
締
役
の

　
一
般
的
義
務
」
二
橘
論
叢
』
第
二
九
巻
四
号
、
一
九
五
三
年
、
三

　
〇
0
1
三
〇
二
、
近
藤
4
・
完
、
前
掲
注
ω
、
九
九
巻
二
一
号
、
三

　
〇
－
四
二
貫
。
但
し
、
＞
昌
邑
o
彗
■
o
奏
－
舅
幸
暮
o
は
、
注
意
義

　
務
は
取
締
役
、
役
員
、
株
主
、
会
社
の
間
の
関
係
に
適
用
さ
れ
る
も

　
の
で
、
第
三
者
と
敢
締
役
と
の
関
係
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明

　
音
口
し
て
い
る
。
醐
十
〇
ポ
O
o
昌
冒
9
斤
P

（
1
1
）
　
＞
昌
9
5
竃
■
津
ミ
ー
毒
津
暮
〇
一
眈
毛
冒
昌
冨
十
9
閉
十
〇
r

　
o
o
目
目
竃
一
p
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

（
1
2
）
　
－
P
嘗
斤
　
吻
中
o
ガ
O
o
昌
目
5
自
け
〇
一
〇
伽
卓
l
o
H
　
（
唐
）
－

（
1
3
）
　
罠
－
算
吻
戸
含
一
〇
〇
昌
目
o
算
｛
け
o
吻
午
昌
（
凹
）
．

（
1
4
）
巨
算
吻
戸
o
ガ
O
o
昌
昌
呂
け
♪
す
a
閉
き
H
（
旦
）
－

（
b
）
　
ε
・
9
閉
壮
・
昌
一
〇
〇
冒
冒
昌
片
o
叶
o
閉
戸
9
（
』
）
。
経
営
判
断

　
準
則
は
、
忠
実
義
務
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
1
6
）
　
＞
団
戸
勾
Φ
三
眈
＆
峯
o
註
－
宙
冨
1
O
o
毛
1
＞
9
（
一
凄
壮
）
・

（
ー
ア
）
　
8
冒
目
革
鶉
（
委
員
会
）
に
つ
い
て
は
第
八
－
二
五
条
に
規
定

　
が
あ
る
。
定
款
に
別
段
の
規
定
が
な
い
限
り
、
取
締
役
会
は
、
委
員

　
会
を
創
設
し
、
取
締
役
会
の
構
成
員
の
な
か
か
ら
委
員
会
の
構
成
員
、

　
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
㎎
）
　
　
＞
田
＞
一
カ
o
く
尿
耐
O
　
］
≦
O
｛
9
　
｝
自
m
l
O
O
『
℃
一
＞
〇
一
吻
o
o
・
い
o
（
H
Φ
o
o
阜
）

（
1
9
）
　
星
一
算
吻
o
o
－
ω
P
O
雪
o
ぎ
－
O
o
昌
目
o
目
片
・

（
2
0
）
　
曇

（
2
1
）
崖
．
鼻
O
o
昌
昌
彗
け
－
ざ
吻
o
o
し
o
（
＞
）
．
同
コ
メ
ン
ト
中
に
、

　
匿
；
ぎ
々
・
忠
実
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
．
信
託

　
法
の
忠
実
と
の
混
同
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
第
八
－
三
〇
条
は
、
9
色
屋
覇
甘
島
o
昌
彗
斤
；
一
而
を
法
典
化

　
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
ル
ー
ル
の
問
題
点
と
し
て
、
H
こ
の
ル
ー

　
ル
に
よ
る
免
貴
は
、
取
締
役
が
な
ん
ら
か
の
判
断
を
下
し
て
行
動
す

　
る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
o
酸
味
さ
、
嘗
裁
判
所
が
州
法
の
取
締

　
役
の
義
務
に
関
す
る
規
定
に
適
用
し
て
、
重
い
注
意
義
務
を
課
し
、

　
当
ル
ー
ル
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
如

　
く
、
こ
の
ル
ー
ル
の
重
要
性
に
つ
い
て
見
解
が
対
立
し
て
い
る
か
ら
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で
あ
ろ
う
。
近
藤
o
、
前
掲
注
例
、
九
九
巻
七
号
、
一
二
五
－
一
二

　
　
⊥
ハ
頁
。

（
2
3
）
　
G
．
O
．
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吻
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－
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o
い
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（
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勺
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o
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岸
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目
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目
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o
o
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．
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冒
目
彗
8

　
彗
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昌
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目
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目
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目
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．
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く
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①
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穴
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－
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句
｛
目
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葭
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目
O
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岩
目
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P
ω
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自
Ω
o
O
｛
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岸
す
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目
O
句
『
而
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o
目
口
o
，
O
O
目
け
『
凹
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口
＞
O
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自
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勺
凹
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串
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く
価
ω
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冒
O
｝
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ミ
φ
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く
．
F
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．
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オ
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目
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掌
①
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m
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0
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霊
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算
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自
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日
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司
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墓
ま
彗
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峯
一

　
舳
企
O
O
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自
o
自
■
1
勾
o
く
ー
｝
㎞
ω
　
（
H
o
ひ
o
）
…
ω
自
昌
日
口
o
冨
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、
。
Ω
o
o
鵯
句
葭
岸
巨
、
．

　
｛
目
O
o
目
o
『
巴
O
o
自
旨
葭
9
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凹
ξ
里
目
q
　
一
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o
　
ω
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o
m
　
勺
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o
く
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乱
O
目
岨
　
O
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σ
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昌
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O
貝
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昌
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サ
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．
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く
．
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ψ
㎞
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－
O
轟
）
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ω
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旨
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竃
一
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｛
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Ω
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－
冨
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目
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二
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く
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蜆
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g
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葦
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目
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昌
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－
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く
・
H
（
§
H
）
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一
＞
l
O
昌
雪
蔓
；
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μ
｝

　
O
｛
O
O
昌
目
一
〇
『
o
…
巴
　
O
o
o
O
　
司
酉
岸
巨
　
Ω
o
o
」
．
勺
葭
岸
巨
　
U
ポ
o
－
O
望
』
『
耐
　
－
自

9
尋
鼻
ヨ
昌
豊
・
P
お
O
1
雲
r
■
．
家
く
ー
§
（
H
O
§
一

葭
o
巨
o
蜆
L
餉
↓
冨
冨
■
茅
＞
茅
H
g
－
昌
o
冨
．
餉
U
窒
匡
－
o
｛
o
o
算
－

昌
邑
　
　
－
巨
昌
ぎ
舅
卑
§
p
ω
言
身
o
h
o
o
昌
罵
『
§
一
〇
8
o

蟹
葦
ぎ
曽
量
－
吊
葦
㌣
－
冨
自
『
竃
8
0
昌
蔓
募
一
a
O
O
昌
O
昌
r

　
　
宛
o
く
・
ω
ω
o
　
（
H
o
o
o
o
）
…
串
自
－
昌
凹
タ
　
勺
O
－
9
目
o
目
　
O
O
目
“
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四
9
　
峯
o
q
－
印
o
甲

　
　
匡
o
目
閉
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自
O
o
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叶
－
o
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O
O
“
Ω
o
o
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芭
岸
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固
自
ρ
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巨
w
　
｝
0
9
ユ
自
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O
｛

　
　
向
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昌
邑
o
9
曇
9
塞
5
轟
■
．
零
く
』
お
（
§
o
）
一
冒
。
・
彗
一

　
　
望
彗
旨
邑
S
ρ
暮
昌
餉
一
旨
8
島
q
昌
固
婁
ぐ
彗
o
O
。
。
o

　
　
霊
葺
ミ
寿
ミ
雲
岬
・
■
．
雰
く
．
…
（
§
o
）
一
旨
岬
昌
一

　
　
Ω
o
g
霊
書
彗
o
葦
穿
｛
o
・
。
g
巨
｛
艮
望
彗
註
ま
＆

　
　
↓
胃
舅
一
s
ミ
昌
・
陣
雪
凹
々
■
一
雰
く
I
H
（
H
湯
o
）
一
昏
量
貝

　
　
ω
H
轟
9
0
｛
O
o
巨
冨
9
芭
目
〇
一
－
o
O
o
目
冒
O
自
■
聖
毛
b
自
｛
8
｝
o
・

　
　
き
昌
ま
9
a
墨
葺
塞
麦
；
■
．
家
く
－
ω
s
（
曼
o
）
一

　
　
b
一
］
斗
o
P
Ω
o
o
μ
司
串
岸
－
勺
o
『
δ
『
目
芭
貝
o
o
O
h
里
　
O
O
目
冨
単
9
　
ミ
津
－
－
目

　
　
＞
ユ
ー
o
－
ω
o
h
叶
巨
o
C
己
δ
H
昌
　
O
O
目
1
員
5
『
o
－
巴
　
O
O
～
9
　
α
N
　
－
O
峯
雪
　
■
1

　
　
丙
O
く
」
（
－
湯
H
）
一
望
幕
昌
一
峯
冒
0
9
Ω
8
ρ
向
里
事
黒
き
昌
■

　
　
凹
自
o
o
o
｛
顯
O
o
目
甘
『
印
〇
一
…
＞
射
o
勺
－
く
“
O
勺
H
O
｛
Φ
閉
叩
O
『
ω
自
昌
員
「
o
『
y
　
ひ
o

　
　
旨
轟
■
・
震
く
・
お
N
（
妻
壮
）
一
｝
婁
さ
H
臣
埠
ぎ
｛
巾
艮

　
　
Ω
8
旦
冒
葦
ヲ
『
o
冒
註
昌
o
｝
9
鼻
量
o
亘
㎞
ω
邑
o
岸
↓
屋
一

　
　
冨
自
算
．
一
■
－
』
1
一
（
H
湯
o
）
一
Ω
昌
o
津
〇
一
ご
冒
旨
ま
島
昌
艘
o

　
　
○
巨
耐
9
－
o
＝
9
0
o
o
o
勾
巴
け
貝
H
o
o
0
H
U
自
斤
o
■
－
－
α
－
o
－

（
％
）
　
H
（
①
o
自
唐
P
　
d
o
雪
『
μ
　
o
｛
　
U
マ
o
g
o
『
叩
　
＞
勺
勺
『
o
く
巴
　
O
－
凹
自
蜆
o
眈
　
－
自

O
O
｛
O
量
蒜
O
O
鼻
量
蕃
一
掌
。
－
）
自
｛
O
｛
Ω
o
9
里
葦
」
凄
タ
畠
。

　
　
』
昌
昌
邑
o
h
O
o
｛
9
註
昌
■
葭
ミ
8
一
．

（
2
6
）
　
－
P
算
8
－
・
従
っ
て
厳
密
に
言
え
ば
、
会
社
法
と
取
引
法
の
双

　
　
方
の
領
域
に
及
ぷ
問
魑
で
あ
る
。

（
2
7
）
巨
鼻
8
－
1
8
N
1

（
2
8
）
鼻
暮
8
～
1
8
ω
1
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（
2
9
）
巨
暮
8
ω
1
8
＋

（
3
0
）
巨
暮
婁
ド
婁
‘

（
“
）
　
　
肉
o
叩
叶
葭
庁
o
旨
o
目
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（
伽
o
o
o
目
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）
o
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O
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目
一
『
串
o
庁
伽
N
o
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（
H
o
N
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・
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3
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曇
津
O
o
曽
目
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芭
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ω
冒
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H
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邑
U
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墨
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．
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嚢
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；
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．
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－
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＝
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＝
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＞
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叶
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冒
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9
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N
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巨
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、
o
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睾
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．
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崖
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